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Press Release 

住宅取得支援事業について 
～子育て世帯の定住を支援します～ 

 
 

 亀山市は今年度から、「亀山市住宅取得支援事業」をスタートします。 

 

本制度は、亀山市立地適正化計画に位置付ける居住誘導区域外に居住されて

いる方が居住誘導区域内に住宅を取得し、居住される場合に、住宅取得費の一部

を補助するものです。さらには、子育て世帯には補助金の上乗せ支援を行うもの

です。 

 

補助金額については、住宅取得費の１％（新築:上限２０万円、中古:上限１０

万円）とし、中学生以下の子がいる世帯には、さらに住宅取得費の 0.5％（新築:

上限１０万円、中古:上限５万円）を加算いたします。 

 

本市は、これまで、空き家の改修や耐震に係る補助事業を行ってまいりました

が、今回の住宅の取得に係る補助金事業を加えることで、子育て世帯の居住誘導

区域への定住を促し、中心市街地の活性化を図ってまいりたいと考えておりま

す。 


